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問　

藤
田
議
員

①
再
エ
ネ
海
域
利
用
に
基
づ
く
促

進
区
域
の
指
定
に
向
け
た
有
望
な

区
域
等
の
情
報
提
供
依
頼
を
国
や

県
か
ら
あ
っ
た
と
思
う
が
、
今
ま

で
の
プ
ロ
セ
ス
を
伺
い
た
い
。

②
県
が
把
握
す
る
促
進
区
域
の
候

補
地
に
つ
い
て
促
進
区
域
の
指
定

基
準
の
適
合
性
に
関
す
る
情
報
の

ほ
か
、
地
元
利
害
関
係
者
の
意
向

や
情
報
調
整
状
況
な
ど
各
地
域
に

お
け
る
促
進
区
域
指
定
の
ニ
ー
ズ

に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
依
頼
が

あ
っ
た
と
思
う
が
ど
の
よ
う
な
調

査
を
し
、
ど
う
対
処
し
た
の
か
伺

い
た
い
。

③
促
進
区
域
の
指
定
プ
ロ
セ
ス
に

第
三
者
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え

有
望
な
区
域
を
選
定
と
あ
る
が
ど

の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
で
、
い
つ
ど

の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
た
の
か
協

議
会
の
設
置
は
で
き
た
の
か
伺
い

た
い
。
こ
れ
は
法
定
協
議
会
の
こ

と
な
の
か
。

答　

町
長

①
現
在
、
有
望
な
区
域
と
な
っ
て

い
る
青※

１

森
県
沖
日
本
海
（
南
側
）

の
海
域
に
つ
い
て
は
、
平
成
31
年

３
月
に
県
が
作
成
し
た
「
青
森
県

洋
上
風
力
ゾ
ー
ニ
ン
グ
マ
ッ
プ
」

に
よ
り
、
県
が
国
に
促
進
区
域
に

関
す
る
情
報
を
提
供
し
た
と
こ
ろ
、

同
年
７
月
、
既
に
一
定
の
準
備
段

階
ま
で
進
ん
で
い
る
区
域
と
し
て
、

一
旦
、
青※

２

森
県
沖
日
本
海
（
北
側
）、

（
南
側
）
、
青
森
県
陸
奥
湾
の
３

区
域
に
整
理
さ
れ
た
が
、
利
害
関

係
者
の
特
定
及
び
調
整
が
必
要
で

あ
る
と
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点

で
は
、
有
望
な
区
域
の
選
定
が
見

送
り
と
な
っ
た
。

　

こ
の
見
送
り
を
受
け
て
、
県
で

は
、
地
元
の
利
害
関
係
者
の
特
定
、

漁
協
の
意
向
な
ど
、
促
進
区
域
の

指
定
の
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
情
報
を

得
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
、
令

和
元
年
10
月
か
ら
３
区
域
の
関
係

漁
協
を
対
象
に
洋
上
風
力
発
電
事

業
の
実
施
に
向
け
た
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
し
、
意
向
を
確
認
し
た
上
で
、

令
和
２
年
２
月
、
県
が
再
度
、
３

区
域
の
情
報
を
国
に
提
供
し
、
同

年
７
月
に
青
森
県
沖
日
本
海
（
北

側
）
、
（
南
側
）
が
有
望
な
区
域

と
し
て
選
定
さ
れ
、
陸
奥
湾
は
利

害
関
係
者
の
特
定
及
び
調
整
が
必

要
で
あ
る
と
の
こ
と
か
ら
、
見
送

り
と
な
っ
て
い
る
。

②
有
望
な
区
域
の
選
定
に
当
た
り
、

国
や
県
か
ら
の
情
報
提
供
依
頼
に

つ
い
て
は
、
当
町
へ
の
問
合
せ
は

特
に
な
い
が
、
促
進
区
域
の
指
定

に
向
け
て
組
織
さ
れ
た
青
森
県
沖

日
本
海
（
南
側
）
に
お
け
る
協
議

会
の
事
務
局
か
ら
県
に
海
域
の
調

査
デ
ー
タ
を
提
供
し
た
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
。

　

な
お
、
青
森
県
沖
日
本
海
（
南

側
）
に
つ
い
て
は
、
法
定
協
議
会

が
設
置
さ
れ
、
促
進
区
域
の
指
定

に
向
け
た
法
定
協
議
会
で
の
協
議

が
整
い
、
国
の
詳
細
な
調
査
が
完

了
し
た
場
合
、
国
の
第
三
者
委
員

会
に
お
い
て
、
促
進
区
域
の
指
定

基
準
へ
の
適
合
性
を
踏
ま
え
て
判

断
し
、
促
進
区
域
案
を
決
定
す
る

こ
と
に
な
る
。

※１　青森県沖日本海（南側）＝関係地域は、つがる市、鰺ヶ沢町及び深浦町
※２　青森県沖日本海（北側）＝関係地域は、中泊町及び五所川原市

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト
（https://www.enecho.meti.go.jp）

国や県からの情報提供依頼はないが、青森県沖
日本海（南側）協議会事務局から県に海域の調
査データを提供した。国の第三者委員会の審議
内容や構成委員名は、非公開となっている。

藤田　一則 議員

洋上風力発電関連制度に
ついて

ふじ た のりかず

問
答

町政をただす
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③
国
で
は
、
都
道
府
県
や
事
業
者

等
か
ら
の
情
報
提
供
を
基
に
、
収

集
し
た
情
報
を
国
の
第
三
者
委
員

会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
有
望
な
区

域
の
選
定
を
し
て
い
る
。
第
三
者

委
員
会
は
、
有
識
者
を
含
め
た
中

立
的
な
委
員
会
と
し
て
組
織
さ
れ
、

公
平
か
つ
公
正
に
運
営
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
行
政
機
関
の
保

有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
、
審
議
内
容
や

構
成
委
員
名
は
、
非
公
開
と
な
っ

て
い
る
。

　

な
お
、
法
定
協
議
会
と
は
、
促

進
区
域
の
指
定
及
び
促
進
区
域
に

お
け
る
発
電
事
業
の
実
施
に
関
し

必
要
な
協
議
を
行
う
た
め
の
組
織

で
あ
り
、
有
望
区
域
の
選
定
や
促

進
区
域
案
に
意
見
を
述
べ
る
第
三

者
委
員
会
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

秋
田
県
、
千
葉
県
こ

の
促
進
区
域
の
協
議

会
の
取
り
ま
と
め
の

骨
格
に
つ
い
て

問　

藤
田
議
員

①
国
が
決
め
た
選
定
事
業
者
は
、

地
元
自
治
体
と
も
連
携
し
、
新
た

な
産
業
、
雇
用
、
観
光
資
源
の
創

出
な
ど
、
地
方
創
生
に
も
資
す
る

意
見
を
尊
重
し
て
海
域
利
用
を
行

う
場
合
に
は
海
域
の
利
用
を
了
承

す
る
と
あ
る
。
地
域
活
性
化
の
起

爆
剤
に
な
り
得
る
も
の
と
思
う
が
、

お
考
え
を
伺
い
た
い
。

②
能
代
市
、
八
峰
町
こ
の
地
域
の

選
定
事
業
者
は
漁
業
と
の
共
存
共

栄
の
理
念
を
理
解
し
、
地
域
や
漁

業
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
に
努
め

る
と
あ
る
。
町
は
漁
業
者
や
利
害

関
係
者
と
の
調
整
や
意
見
交
換
を

行
っ
た
の
か
、
町
の
お
考
え
を
伺

い
た
い
。

③
選
定
事
業
者
は
20
年
間
の
売
電

収
入
の
見
込
額
の
０
・
５
パ
ー
セ

ン
ト
を
、
基
金
と
し
て
積
み
立
て

し
て
地
域
や
漁
業
と
の
協
調
策
を

講
ず
る
こ
と
と
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
千
葉
県
銚
子
漁
協
で
は
風
力

発
電
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務
、
修

理
な
ど
の
業
務
を
漁
協
自
ら
将
来

の
若
い
人
の
雇
用
に
つ
な
げ
る
新

し
い
産
業
転
換
を
図
る
こ
と
と
し

基
金
を
約
１
０
０
億
円
積
み
立
て

た
と
日
経
新
聞
が
報
じ
て
い
た
と

あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
温
暖
化

に
よ
る
漁
業
の
不
振
ま
た
少
子
高

齢
化
、
地
域
が
抱
え
る
問
題
が
あ

る
と
報
じ
て
い
た
。
漁
業
者
の
了

解
な
く
し
て
こ
の
事
業
は
成
り
立

ち
ま
せ
ん
が
、
地
域
が
抱
え
る
問

題
解
決
や
地
域
振
興
に
は
十
分
な

議
論
を
持
っ
て
調
査
研
究
が
必
要

と
思
う
が
、
お
考
え
を
伺
い
た
い
。

答　

町
長

①
洋
上
風
力
発
電
事
業
者
に
お
い

て
は
、
地
元
漁
業
者
や
利
害
関
係

者
と
の
共
存
共
栄
が
原
則
と
な
る

が
、
選
定
さ
れ
た
事
業
者
と
地
元

自
治
体
と
の
連
携
に
よ
り
、
様
々

な
地
域
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、

青
森
県
沖
日
本
海
（
南
側
）
に
お

け
る
法
定
協
議
会
に
お
い
て
も
、

関
係
自
治
体
の
地
方
創
生
に
資
す

る
よ
う
な
洋
上
風
力
発
電
事
業
の

早
期
実
現
を
求
め
る
こ
と
に
な
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

②
洋
上
風
力
発
電
事
業
に
お
い
て

は
、
利
害
関
係
者
を
含
め
、
促
進

区
域
案
に
つ
い
て
合
意
を
図
る
た

め
法
定
協
議
会
を
設
置
し
て
お
り
、

漁
業
者
や
利
害
関
係
者
と
の
調
整

や
意
見
交
換
は
、
法
定
協
議
会
に

お
い
て
行
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
町

が
主
体
と
な
っ
て
漁
業
者
や
利
害

関
係
者
と
の
調
整
や
意
見
交
換
は
、

こ
れ
ま
で
行
っ
て
な
い
。

　

な
お
、
法
定
協
議
会
の
下
部
に

は
、
「
必
要
に
応
じ
て
実
務
者
会

議
等
を
設
置
し
て
、
協
議
の
円
滑

な
進
行
を
図
る
こ
と
と
す
る
。
」

と
、
促
進
区
域
指
定
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
あ
る
の
で
、
協
議
会
に
お

け
る
詳
細
な
部
分
に
つ
い
て
は
、

実
務
者
会
議
等
を
設
置
し
て
意
見

等
の
調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
も

の
と
考
え
る
。

③
洋
上
風
力
発
電
事
業
は
、
関
係

す
る
漁
業
者
へ
の
振
興
策
は
も
と

よ
り
、
地
元
自
治
体
の
課
題
解
決

も
含
め
、
地
方
創
生
に
繋
げ
ら
れ

る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。▲北金ヶ沢漁港


